
南越後観光バス㈱の十日町～後山～魚沼基幹病院線における 

小型車両の使用について（移動円滑化基準の適用除外に係る地域合意） 

 

 

１ 内容 

  南越後観光バス㈱のバス路線において小型車両を使用するに当たり、「高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」第８条第１項の規定に基

づき、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関

する基準を定める「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造

及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基

準を定める省令」の適用除外認定を受けるために地域合意を得る必要がある。 

 

 

２ 導入車両 

  トヨタ ハイエースコミューター  

乗車定員 14人（客席 13人・乗務員 1人） 

型式：TRH228B-LETDK １台 

 

 

３ 設定により適用を除外する移動円滑化基準の条項及び内容 

  第 37条：スロープなし ※ただしステップあり 

第 39条：車椅子スペースなし 

第 40条：通路 

 

 

４ 車両使用バス路線 

  十日町～後山～浦佐駅～魚沼基幹病院線 

  （平均乗車密度 5人未満） 

資料２ 






